
１　経営戦略の概要

２　見直しの経緯

３　見直しの内容

①管路更新率を現状以上に引き上げること。（年0.85％以上、できる限り高い更新率を目指す）

②令和６年度末の有収率引き上げること。（84.90％以上を目指す）

③令和６年度末の企業債残高を60億円以下、かつ企業債残高対給水収益比率を300%以下に抑える。

④令和６年度末の内部留保資金を、これまでの「６億円以上」から「10億円以上」に変更する。

   経営戦略の全面的な改定につきましては、水道事業広域化に伴う施策や次期「第８次整備事業計画（令
和６年度以降）」などを踏まえた財政計画を策定し、令和５年度末までに実施する予定としておりまし
た。
  しかしながら、国の指針に基づく、県の水道ビジョンが現在策定中であることや、南予水道企業団の
構成団体を軸とした広域化協議の遅延、津島水道企業団の事業統合の影響などを勘案した「第８次整備事
業計画」の策定業務に時間を要したこと（令和５年10月策定）などの影響により、経営戦略の大幅な更
新時期は、令和６年度に実施せざるを得ない状況にあります。（制度上では令和７年度中の改定で可）
 しかしながら、一方では、現行の経営戦略の計画期間が令和５年度末までであることや、一般会計から
の繰入金に影響することなどから、令和４年度までの決算値をもとに、財政計画の一部見直しや事業の進
捗状況の検証を行い、一部見直し（局所的な更新）を実施しようとするものです。

   見直し内容につきましては、様式の基本的なレイアウトは国の指定する様式を用い、前回の見直し時に見
込値であった数値を決算値へ置き換え、また、データグラフ等の一部修正や、現状、予測、目標等について
も現状を踏まえた内容に修正しております。
 なお、経営戦略上で主要な項目（目標）には、以下の①～④があります。

宇和島市水道事業経営戦略の見直しについて

   現在、多くの公営企業では、老朽化による施設等の更新需要の増大や、耐震化対策による投資の増大、
人口減少による料金収入の減少が進み、経営環境は年々厳しさを増しています。
  国は、この状況下においても、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続するため、自らの経
営等について的確な現状把握を行った上で、中⾧期的な経営の基本方針となる「経営戦略」を策定するよ
う求めています。
 この経営戦略は、経営の基本理念を示す「水道ビジョン」と施設の更新の方針である「整備事業計画」
をつなぎ合わせる役割を担っています。
 宇和島市水道局においては、「宇和島市水道事業経営戦略（以下、「経営戦略」という。）」を平成
29年３月に策定後、令和３年１月に一部見直しを行い、平成29年度から令和５年度までの７年間を実施
期間としていた目標値等について、令和５年度までの中期的な経営の指針としていました。
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事業の現況  ※令和５年４月１日現在 （※一部の統計データを除く。）

配水池設置数 90

料 金 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 57.145 ㎥／日 45.02施 設 利 用 率

料 金 改 定 年 月 日 平成28年4月1日

別添１－２

宇和島市          事業経営戦略 

団 体 名 ： 宇和島市

事 業 名 ： 宇和島市水道事業

策 定 日 ：

施 設 数
浄水場設置数 11

管 路 延 ⾧ 880

80,300

千ｍ

計 画 期 間 ： ～ 年度

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）

・ 非 適 の 区 分

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

法適（全部）
現 在 給 水 人 口 69,813

有 収 水 量 密 度 86.17

供 用 開 始 年 月 日 大 正 15 年 9 月 1 日 計 画 給 水 人 口

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水 道

簡易水道

当市では、平成22年４月に行った全用途一律10％の料金改定と、平成28年４月に行った全用途の基本料金と超過料金の

平均約8％の料金改定を実施した結果、第7次整備事業及び簡易水道等統合後の水道事業の運営に必要な財源を確保してき

ています。

平成28年4月改定における料金算定方法については、総括原価（※１）を固定的原価（※２）と変動的原価（※３）に

振り分け、水道料金算定要領の原則配賦の考え方に基づき、固定的原価を基本料金に、変動的原価を超過料金に割り当てて

います。また、総括原価には資産維持費を加算しています。

当市では、用途別料金体系を採用しておりますが、平成28年４月の料金改定時には、料金負担の公平性の観点から、将来の

口径別への移行を念頭に、用途ごとに改定率を調整し料金改定を行っています。

※１ 総括原価

（営業費用＋（支払利息＋資産維持費※４）－営業収益の額から給水収益を控除した額）

※２ 固定的原価（固定費）

施設を適切に維持するために固定的に発生する費用（人件費や施設の維持管理委託料、減価償却費、支払利息など）

※３ 変動的原価（変動費）

水道使用量の増減に比例する費用（薬品費や動力費など）

※４ 資産維持費（総括原価への算入が認められているもの）

物価上昇による減価償却費不足や施工環境悪化による工事費の増大等に対応し、実体資産を維持し適切な水道サービスを継続していくための費用。

水道料金（令和５年４月１日時点）

料金 直近の料金

（税込／円） 改定率／％

基本料金 ８㎥まで 1,573.00 8.33

超過料金 １㎥当たり 271.70 14.88

基本料金 10㎥まで 2,750.00 5.93

超過料金 １㎥当たり 368.50 4.69

基本料金 200㎥まで 51,700.00 5.38

超過料金 １㎥当たり 368.50 4.69

基本料金 170㎥まで 16,060.00 0

超過料金 １㎥当たり 159.50 0

※料金改定率は、消費税のみの改定は含まない。（税抜額の改定率）

※請求時の金額は「税抜額×消費税率」で得た金額の小数点以下を切捨て処理。

※浴場用は「公衆浴場」に適用。物価統制令により県知事が入浴料金の上限を

 定めているため、前回の料金改定時には据え置きとした。

用途 区分 水量

浴場用

工業用

業務用

家庭用



④ 組 織

（２）これまでの主な経営健全化の取組

●浄水場等の運転管理業務委託

 南予水道企業団との共同委託により、平成20年４月から柿原（宇和島）浄水場及び旧宇

和島市の上水道給水区域内の送配水施設の運転管理等について、大規模な民間委託を開始

しました。

 平成25年４月の第二期（平成25～29年度）からは、旧吉田町・三間町の給水区域内の浄

水及び送配水施設の運転管理等を委託範囲に加え、平成28年４月からは、当市上水道事業

と簡易水道事業の統合に合わせて、旧宇和島市の簡易水道給水区域の送配水施設を委託範

囲に含め、段階的に民間委託を進めてきました。また、平成30年４月からは、第三期（平

成30～令和４年度）、現在は、第四期（令和５～９年度）として、業務委託による運転管

理を行っています。

●簡易水道事業等の統合

  当市水道事業の経営基盤強化のため、平成28年４月に宇和海・三浦西・野川の３つの簡易水道事業及び成川飲料水供給施設を上水道事業に統

合しました。また、隣接する愛南町（旧内海村）の一部を給水区域としていますが、分水状態が続いていた須ノ川灘飲料水供給施設も含めて編

入しています。

●高金利企業債の繰上償還

  平成19～21年度までの3年間の臨時的措置において、公的資金の補償金免除の繰上償還が認められることになったため、当市の上水道事業で

は、抜本的な行政改革等を前提とした公営企業健全化計画を策定し、高金利の上水道事業債31本、11億115万円の繰上償還を行いました。

 このことにより、支払利息約２億４千万円の負担軽減となったことから、今後も有利な制度があれば活用します。

●窓口等の関連業務委託

  平成31年４月から、水道本局（柿原）及び本庁（１階）における窓口等関連業務について、民間委託を開始しました。

  経費削減効果については、第１期委託（平成31年度～令和５年度）の５年間で、約5,300万円の経費縮減効果の見込みとなっており、第２期委

託（令和６年度から令和10年度まで）の５年間では、第１期と比較して物価高騰の影響などにより値上がりしたものの、第１期委託前（直営

時）との比較では、約4,450万円の経費縮減効果がある見込みとなっています。

●その他の取り組み

  ・事務配分の見直し等による職員数の削減（令和４年度から事務職１名減）

  ・公用車台数の削減 平成18年度32台 → 令和２年度20台（原動機付自転車を含む。）

  ・浄水場内の照明LED化による電力料金の削減

  ・電力料金、携帯電話等料金プランの見直しによる経費縮減 など

※第二期委託中には、簡易水道事業統合による宇和海地区の委託追加や、

電気料金の値上げ等による委託料の増加があり、第三期委託後において

は、物価や人件費の高騰などに伴い、委託料も高騰してきています。

※委託当初は、技術の確保と経済的な効果を見込んでおりましたが、委託

範囲の拡大をはじめ、物価の高騰や人件費高騰の影響は大きく、時代の

流れとともに、現在では安定給水に欠かせない「技術者確保」の役割を

果たしています。

平成28年度の職員数（会計年度任用職員を含む）は48名でしたが、組織の

効率化と民間委託の推進により、令和５年４月１日現在の職員数（会計年度

任用職員を含む）は36名、職員削減率は25.0％となっています。

職員の年齢構成は、会計年度任用職員を含めた平均年齢は47歳５か月(令

和５年12月末現在)、約４割が50歳以上であり、今後の人材確保が課題となっ

ています。

職員数の削減に伴い、職員のスキルと業務キャパシティ等の向上が欠かせないこ

とから、研修等に積極的に参加していくことで、組織の維持に努めています。
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（３）経営比較分析表等を活用した現状分析  ※下表は、令和３年度決算値です。

２．将来の事業環境

（１）

（２）

給水人口の予測

 平成28年4月に当市の宇和海・三浦西・野川の３つの簡易水道事業及び成川飲料水供給施設を上水道事業に統合し、また、隣接する愛南町の須ノ川灘飲料水供給施設を給水

区域に編入したことから給水人口は一時的に増加しましたが、令和4年度末の給水人口は69,813人であり、平成28年度末からの対前年比増減率は年平均▲1.85%と、減少率が

大きくなっています。

  計画期間初年度からの実績を加味し、計画最終年度である令和6年度末の給水人口は67,154人に減少する見込みとなっています。

水需要の予測

 平成28年度には簡易水道事業等の統合により増加となりましたが、平成30年度は豪雨災害に伴う水道料金減免の影響により大幅な減少となり、平成31年度は一定の回復を

見せたものの、減少幅は大きくなっています。今後は、人口減少の加速や高齢化の進行等を考慮し、年平均▲2.37％程度で推移すると予測され、計画最終年度である令和6年

度の年間有収水量は、簡水統合の初年度である平成28年度末と比較して約14.48％減少する見込となっています。



（３）

（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ：  別紙のとおり

 当市では、浄水施設の水質安全対策、重要施設の耐震化、老朽管路更新（耐震化）、応急給水

対策等を目的として第7次整備事業を実施しており、平成28年度には丸山配水池系の重要施設耐震

直送管布設工事、吉田・三間・津島地区の耐震性貯水槽設置工事等が完了しました。

  平成29年度以降は、宇和島地区の基幹管路約２km更新のほか、重要度や優先度の高い老朽管更

新や施設整備を進めていますが、平成30年度豪雨災害の影響等により、管路の更新は、平成29年

度から平成31年度までの年平均更新距離は4.0kmと、７次整備事業がスタートした平成21年度か

ら28年度までの平均値である6.3kmを下回る結果となりました。

 その後は、更新延⾧約４～８km、管路更新率約0.4～0.8％で推移しており、更新率も上昇して

きていますが、第7次整備事業における総事業費は、平成21年度から令和５年度までの15年間で

110億円としており、当初の計画にはなかった浄水場施設整備事業や、緊急性の極めて高い事業が

発生したため、管路更新事業の一部は、令和６年度以降に実施する第８次整備事業計画で再調整

する予定です。

 当市の有収率は、水道ビジョン策定時（平成19年度末）には76.2％であり、全国平均である

87.9％を大きく下回っていましたが、計画的な漏水調査と修繕、事故管路の更新により、平成27

年度までは年々上昇していました。

 その後、平成28年４月の簡易水道事業統合や、平成30年度の豪雨災害の影響で大幅に低下しま

したが、平成31年度には80%台まで回復し、令和４年度決算時には約84％にまで回復していま

す。

 今後、将来的な有収率90％以上を目標値として取り組みを強化し、令和６年度末までの目標値

として、84.90％以上を達成できるよう取り組みます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

目 標

 本計画における職員数は、平成31年度から窓口等関連業務委託を行ったことなどにより、令和４年度までに事務職員を大幅に削減（▲13人）しましたが、簡易水道等の統

合による給水区域の拡大や、水道施設の更新需要が増加するなど、業務量の増加が見込まれたことから、現場職員については増員（＋２人）しています。

 今後においては、津島水道企業団（用水供給事業）の上水道への組織統合（令和７年度）の予定があり、水道資産等の増加及び管理範囲がさらに拡大されるほか、上水道

事業等の組織体制の再構築について全庁的な見直し作業を行っているため、令和７年度以降の組織については、令和６年度に予定している経営戦略の改定に合わせて再調整

してく予定です。

 当市の水道ビジョンでは、当市の水道をご利用いただく全てのお客様とともに命の水を育みながら、未来に向けて安心して飲めるおいしい水をお届けすることを基本理念

に掲げ、安定した給水を確保するために計画的な施設更新を実施し、近い将来予測される南海トラフ巨大地震に対する備えを行うなど、安心してご利用いただける水道を目

指した「第７次整備事業計画」を令和５年度に終了しますが、途切れることの無いよう令和６年度から「第８次整備事業計画」を実施します。

 本経営戦略は、これらの事業の達成とともに健全な経営の持続を目標とした⾧期的な経営の基本計画として位置付けています。

 なお、当市においては、給水人口の減少等に伴い給水収益が減少する一方、多くの水道施設が耐用年数を迎え、更新需要が増大しているため、投資計画と財政計画の収支

の均衡を図る必要があります。

 そこで、当市では、継続的に経営の効率化・健全化に取り組み、財源の確保を図っていくとともに、投資計画においても、水需要の減少に応じた施設の適正化など、引き

続き合理化に取り組みます。

組織の見通し

料金収入の見通し

 管路更新率を現状以上に引き上げることを第一に、令和６年度末の有収率を84.90％以上とし、第８次整備事業計画において、令和15

年度末には有収率90％以上となるよう、引き続き検討していく予定です。

（参 考）

 ・年間管路更新：Ｈ29～Ｈ31年度実績平均0.47%（4.0km）、Ｒ２～Ｒ４年度実績平均0.74%（6.5km）、

         Ｒ５～Ｒ６年度予測平均0.94%（8.4km）

 ・有収率   ：Ｒ４年度決算値84.54%、R5年度見込値84.86%（目標としては、84.90％以上を目指します。）
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百万円
当市では、用途別料金体系を採用していますが、平成28年4月の料

金改定では、口径別料金体系への移行を視野に入れた用途別の改定を

行っていることから、この料金収入の予測値については、用途別の有

収水量の増減値に基づく各用途の料金収入を積み上げて試算していま

す。

平成28年度の料金収入は、約23億1千万円でしたが、現在の料金体

系を令和6年度まで維持した場合、令和6年度の料金収入は約19億9千

万円、平成28年度と比較して約13.7％減少する見込みです。

水道料金収入の大半を占める家庭用については、給水人口の減少等

に伴い、今後も収益が減少する見込みです。また、業務用・工業用に

ついては、給水人口の減少や景気の影響を受けるものと考えられます

が、計画期間内においては、減少傾向が続くものと見込んでいます。



② 収支計画のうち財源についての説明

目 標

 令和６年度末の企業債残高を60億円以下かつ企業債残高対給水収益比率を300％以下に抑える。

 令和６年度末の内部留保資金を10億円以上とする。

 （参 考）

               令和４年度決算値 ／ 令和５年度見込値 ／ 令和６年度見込値

  ・企業債残高           47.2億円       53.0億円       54.6億円

  ・企業債残高対給水収益比率      227.6％        260.3％        273.7％

  ・内部留保資金          22.0億円       10.2億円       12.5億円

 企業債については、資本的収支及び現金、企業債残高のバランスにより変動するものの、起債対象事業の約55%を企業債で賄う調整を行ってきています。

 企業債残高は、令和２～３年度は次年度への繰越が多いこともあり減少傾向ですが、令和４年度以降は、現金の減少に伴い上昇に転じる予定です。

 内部留保資金は、平成29年度当初の経営戦略の見込値より増加したことや、今後予定している津島水道企業団との統合による企業債残高の増加に対応するため、企業債の

借入を抑制した結果、令和５～６年度末の企業債残高の予測値は、前回（令和２年度）の見込値より減少する見込みで、企業債残高対給水収益比率とともに、目標値を達成

する見込となっています。

 しかしながら、平成31年度に発生した海底送水管破損事故や浄水施設更新工事などの影響により、令和５年度に多額の現金を一括支出する予定であることから、今後は、

運営資金を考慮した内部留保資金の増額（目標値６億円以上から10億円以上へ変更）、企業債残高とのバランスに注意しつつ、適切な借り入れを行っていきます。

 内部留保資金については、平成２年度が次年度への繰越事業が多く、ピーク値を示していますが、その後は減少に転じていきます。

 当年度純利益は、概ね予測値どおりに推移しており、令和６年度の内部留保資金の見込額は12.5億円となっているため、現時点では目標値（10億円以上）を達成する見込

みですが、給水収益の減少により、その後も内部留保は減少を続けていくため、適正な料金水準及び企業債残高とのバランスに引き続き留意していきます。

   当年度純利益については、新型コロナの影響等による給水収益の減少幅が、想定よりも緩やかであったことや、経費縮減効果等により、前回（令和２年度）見直し時と比較

して概ね同様に推移していますが、依然として給水収益は減少し続けており、今後も純利益は減少するものと見込んでいます。

  前回（令和２年度）の見直し時と同様、現時点では令和８年度までは黒字が続き、令和９年度から赤字となる予測値となっているため、次回の経営戦略（令和６年度改定予

定、令和７年度から16年度までの10年分の計画期間）改定時には、料金改定に対する基本的な方針等についても検討していく必要があります。

 なお、経営戦略においては、給水人口の減少をベースとして予測値を算出しているため、令和９年度以降に予定している料金改定を行う場合は、料金改定用の詳細な財政

シミュレーションを改めて行い、改めて検討していく予定としています。

料金収入については、平成28年4月に平均8％の料金改定を行い、また、当市の簡易水道

事業等を統合したことから、平成28年から一時的に増加しましたが、その後は減少傾向が続い

ています。

繰入金については、毎年度、消火栓の設置・維持管理費分、児童手当分、旧簡易水道に

係る高料金対策分及び旧簡易水道区域に係る起債の元利償還分、平成30年7月豪雨災

害に係る災害復旧事業債の元利償還分に係る繰入を見込んでいるほか、繰出基準の対象と

なる事項については、繰入れすることを前提としています。また、他会計との退職給付費負担金

については、退職者の多寡により、収入が変動していきいます。



③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

そ の 他 の 取 組
 投資計画において、須賀川ダムの改修負担金を計上していますが、多目的ダムに関しては、現在、利水事業者に対する補助が無いこ

とから財政的に大きな負担となっているため、今後も財政支援の拡充を国に要望していきます。

●動力費・光熱水費

 動力費は、津島地区の浄水、送水、配水と水道局庁舎のものとなっており、ほとんどの動力費は、浄水場等運転管理業務委託により委託料に計上されています。

 配水量の減少に伴い、津島地区の動力使用量も減少してきていることから、再生エネルギー賦課金単価の上昇率を加味して計上しています。

●委託料

 浄水場等運転管理業務の委託料は、契約実績におけるインセンティブ効果などを勘案しながら算定しています。また、漏水調査業務委託料は、さらなる有収率向上を目指

し、過去の実績等を基に増額算定しています。閉開栓業務委託料及び量水器取替業務委託料は、需要者数の減少が見込まれるため減少率を加味して算定しています。

●修繕費

 修繕費は、設備や管路の老朽化により、件数が増加する見込みであることから、これらを加味して算定しています。

●職員給与費

 過去の１人当たりの平均年間給与費を基に職員数の予測値等を勘案して算定しています。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実

（ 施 設 ・ 設 備 の ⾧ 寿 命 化 等

に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

 老朽化施設は、更新することが前提となりますが、莫大な費用を必要とするため、優先度の高い施設から更新を行っていきます。

 令和6年度からの第8次整備事業計画は、収益減少の影響等を勘案して投資の平準化を図っています。

 なお、更新対象は、優先度の高い施設・設備を中心とし、更新対象外の施設・設備についても、適切な維持管理を行いながら修繕や

補修を行うことで⾧寿命化を図ります。また、一方では、トータルコストを意識した資産の⾧寿命化にも取り組みます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合

（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

 高低差の激しい地理的特徴により、集落ごとに配水を行ってきた経緯があり、配水池は全域にわたり複数存在しています。水需要

は、今後も減少傾向が継続する見込みであり、将来的には配水池の統廃合が必要と考えています。今後の水需要の状況を踏まえ、配水

池統廃合の検討を進めるものとし、隣接する配水ブロックへの連絡管の整備を行うことで、余剰施設の削減を図っていきます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化

（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

 当市の水道施設には、老朽化が進行しているものが数多く存在していることから、特に耐用年数の短い機械・電気設備の更新を優先

的に行っています。

 更新に当たっては、水需要の減少に合わせ、設備能力や台数の見直しを行い、合理化（スペックダウン）を図ることを基本としてい

ます。また、更新の対象とならない既存設備については、水使用状況に合わせた運転方法に見直しています。

広 域 化

 現在、当市は、南予水道企業団と津島水道企業団の２つの用水供給事業から浄水を受水しています。

 津島水道企業団については、当市の上水道事業と簡易水道事業が受水していましたが、平成28年４月から簡易水道事業を上水道事業

に統合したため、構成団体は当市上水道事業と愛南町（一部の区域）となっています。また、令和７年度から当市上水道事業に統合す

る予定で準備を進めているところです。

 南予水道企業団については、宇和島市、西予市、八幡浜市、伊方町に用水供給する事業体ですが、当市水道事業と隣接して開設さ

れ、柿原浄水場と宇和島浄水場を共同の施設として浄水しているといった関係性があります。また、愛媛県水道広域化推進プラン（令

和４年７月発表）として、宇和島市水道事業と津島水道企業団の事業統合のほか、「南予水道企業団と受水団体の事業統合に向けた継

続検討」や「南予水道企業団からの受水団体以外の事業体も含めた個別業務等での連携の可能性についての検討」を目指すことが示さ

れていることから、今後も愛媛県主導のもと、関係団体との検討を進めていく予定となっています。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用

（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

 今後、浄水場等の大規模な施設整備の際には、維持管理費を含めたライフサイクルコスト等において、削減効果が期待できる場合に

は、ＰＦＩ（Private Finance Initiative ／ 公共施設等の維持管理や運営等について、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

し、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法）、ＤＢＯ方式（Design-Build-Operate ／ 公共団体等が資金調達し、民間事業

者に施設の設計や運営を一体的に委託する手法）の導入を検討する必要があると考えています。

 ただし、契約が⾧期間となる場合が多いため、水需要減少への柔軟な対応や、民間事業者が撤退した場合のリスク管理など、給水人

口が増加傾向にある都市部とは異なり、人口減少が進む当市では様々な問題や課題も多いと考えられることから、その導入効果等につ

いては、先進地事例や県内他市町の動向等も注視しながら、慎重に検討する必要があると考えています。



② 財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、

改 定 等 に 関 す る 事 項

 令和５年10月に策定した「第８次整備事業計画」等に基づき、令和６年度中に経営戦略（10年分）を改定する予定としています。ま

た、毎年度、投資計画を点検し、実績との乖離が大きい場合等には経営戦略を見直すとともに、原則、経営戦略を公表した後５年間を

１サイクルとして中間評価を実施しつつ、以降、５年ごとに改定する予定としています。

 そのほか、水道広域化における南予水道企業団の構成団体による広域化等ついては、引き続き愛媛県の主導による関係機関等との検

討を行う予定となっており、今後、水道ビジョンの改定も予定していることから、それらの改定状況等を踏まえながら、必要に応じて

経営戦略を改定、あるいは一部見直しを図る予定としています。

料 金

 これまで、第７次整備事業計画（平成21～令和５年度：15年）の財源を確保することを目的として、平成22年4月に約10％値上げし

ました。また、平成28年４月には宇和海簡易水道事業の統合などもあり、平成28～令和３年度の６年間を算定期間として平均８％値上

げした結果、当面の財源は確保できています。

 平成28年４月の料金改定した当初は、経常損益の黒字を令和２年度までと見込んでいましたが、予測していた給水収益の減少幅が緩

やかであったことや、経営健全化のための費用縮減等の効果もあって、経常損益の黒字は令和８年度まで維持できるものと予測してい

ます。

 しかしながら、給水人口の減少が続き、今後も給水収益の減少が避けられない一方で、投資計画においても、資本的収支不足額を補

填する内部留保資金が減少し続ける見込みとなっていることから、第８次整備事業計画（令和６～15年度：10年）や津島水道企業団

（用水供給事業）の統合などを改めて考慮し、令和９年度以降には、水道料金改定が必要になる見込みとなっています。

企 業 債

 企業債を財源として整備した施設や管路には、資産として将来にわたって使用することから、その整備に要した費用を現在の水道使

用者がすべて負担するのではなく、償還（返済）していくことによって世代間の公平性を保つという役割があります。

 施設整備するための財源には、補助金や出資金、負担金といった財源を除くと、原則、自己財源（現金）か企業債（借金）で賄う必

要がありますが、当市では、運転資金として必要な現金と起債額のバランスを図りながら借り入れの調整を行っており、令和３年度ま

では繰越工事の影響もあって企業債残高は減少傾向でしたが、補助金の減額や出資対象事業が少なっていることもあり、令和４年度以

降は、増加傾向に転じていくものと予測しています。

 このことから、企業債については、借入方法や償還年数、起債額と償還額のバランスに注意しつつ、給水人口の減少による水道使用

者一人あたりの企業債残高の増加を抑制することにも留意しながら、適切な借り入れに努めていきます。

繰 入 金

 独立採算の基本的な原則のもと、国が示す繰出基準内での適切な繰入を行うことで水道事業の経営の持続を目指し、消火栓に係る経

費など水道料金で賄うことが適当でない経費については、引き続き基準に基づく繰入を求めていきます。また、繰出基準外のもので

あっても、事業の内容等によっては、可能な範囲で繰り入れを求めていくなど、経営に係る負担をできる限り抑制するよう努めます。

 なお、平成30年7月豪雨災害における災害復旧事業債については、元利償還金に係る繰入金についての交付税措置があるため、繰出

基準外ではありますが、一般会計から全額繰入を受けています。

そ の 他 の 取 組

①平成29年度より水道メーター検針票に企業広告を掲載することで、広告料収入を得る取り組みを進めています。

②ＤＸの推進の一環として、水道利用者の利便性向上と業務効率などの向上を目指し、「ＡＩ－ＯＣＲ（申請書類への自動入力化）」

を令和６年度に構築していく予定です。

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る

収 入 増 加 の 取 組

 貸し付け可能な遊休資産は、業務上必要な範囲（修繕業務委託）で貸し出していますが、今後においても、水道法などの関係法令に

基づき、事業運営に支障のない範囲で検討します。

 ダムから浄水場への水位落差を活用した小水力発電や、水道施設の空きスペースを利用した太陽光発電などについては、施設の有効

利用として考えられますが、これらは、費用対効果等を勘案した結果、これまでは採用を見送ってきています。

 しかしながら、今後においても、発電効率向上などの技術革新も考えられることから、売電価格や補助金等の動向に留意しながら、

有効かつ経済的な手法等について模索していきます。



（単位：千円，％）

年　　　　　　度
区　　　　　　分

１． (A) 2,404,041 2,372,571 2,269,099 2,327,793 2,248,276 2,203,448 2,150,940 2,114,101 2,078,785

(1) 2,311,235 2,303,028 2,122,907 2,185,866 2,169,436 2,120,316 2,073,659 2,033,872 1,994,810

(2) (B) 1,698 1,852 1,916 1,592 1,340 1,632 1,192 1,520 1,666

(3) 91,108 67,691 144,276 140,335 77,500 81,500 76,089 78,709 82,309

２． 211,256 231,656 211,548 228,407 202,243 183,220 350,304 155,367 241,581

(1) 2,236 1,920 1,816 2,532 2,238 2,096 1,590 2,160 2,160

2,236 1,920 1,816 2,532 2,238 2,096 1,590 2,160 2,160

(2) 196,783 214,269 203,455 204,494 190,977 174,592 158,782 149,225 233,472

(3) 12,237 15,467 6,277 21,381 9,028 6,532 189,932 3,982 5,949

(C) 2,615,297 2,604,227 2,480,647 2,556,200 2,450,519 2,386,668 2,501,244 2,269,468 2,320,366

１． 2,097,089 2,074,231 2,096,460 2,151,870 2,032,225 2,024,481 2,035,256 2,126,292 2,102,908

(1) 290,969 258,511 344,883 317,196 237,558 241,383 224,974 236,229 223,577

127,269 123,141 128,206 113,108 108,091 109,465 106,990 108,554 109,640

59,735 29,968 106,433 104,608 39,171 44,538 28,995 38,629 24,000

103,965 105,402 110,244 99,480 90,296 87,380 88,989 89,046 89,937

(2) 1,034,075 1,047,010 968,890 1,080,150 1,061,109 1,094,501 1,165,590 1,198,202 1,141,906

6,954 7,323 7,456 7,290 6,958 7,294 9,477 10,177 7,761

102,614 92,124 93,900 101,165 128,740 133,848 136,344 134,636 142,082

1,592 2,673 3,415 8,196 2,976 2,874 3,124 3,964 4,067

922,915 944,890 864,119 963,499 922,435 950,485 1,016,645 1,049,425 987,996

(3) 772,045 768,710 782,687 754,524 733,558 688,597 644,692 691,861 737,425

２． 89,690 83,563 77,681 72,969 62,336 60,463 236,217 47,567 56,648

(1) 89,487 83,088 75,568 68,096 61,534 55,150 50,411 47,526 53,933

(2) 203 475 2,113 4,873 802 5,313 185,806 41 2,715

(D) 2,186,779 2,157,794 2,174,141 2,224,839 2,094,561 2,084,944 2,271,473 2,173,859 2,159,556

(E) 428,518 446,433 306,506 331,361 355,958 301,724 229,771 95,609 160,810

(F) 847 1,738 28,265 9,587 2,813 596 764

(G) 172 352 97,063 272 211 1,015 481 273 527

(H) 675 1,386 △ 68,798 9,315 2,602 △ 419 283 △ 273 △ 527

429,193 447,819 237,708 340,676 358,560 301,305 230,054 95,336 160,283

(I)

(J) 2,351,662 2,555,154 2,609,501 2,846,928 2,909,375 2,532,363 2,625,937 1,701,743 1,701,334

408,921 450,438 342,887 450,885 512,490 436,993 615,955 424,643 420,867

(K) 656,019 685,141 691,531 642,013 570,322 705,126 673,493 740,676 746,365

133,568 113,282 200,190 185,537 91,483 229,490 147,168 163,996 163,996

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 2,402,343 2,370,719 2,267,183 2,326,201 2,246,936 2,201,816 2,149,748 2,112,581 2,077,119

(N)

(O)

(P) 2,402,343 2,370,719 2,267,183 2,326,201 2,246,936 2,201,816 2,149,748 2,112,581 2,077,119

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た (（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る (（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

⾧ 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

平成28年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 収 益



（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 390,100 351,300 65,600 235,000 231,300 342,500 949,300 1,395,600 390,026

２． 77,382 11,406 2,083 18,542 33,253 22,862 45,578 56,655

３．

４． 36,692 47,501 38,514 36,854 47,305 60,233 52,113 50,895 105,600

５．

６． 60,965 33,037 128,943 251,066 69,885 143,819 679,887 37,770

７．

８． 45,470 130,163 21,063 14,163 189,568 25,622 229,355 29,418 22,500

９．

(A) 610,609 573,407 127,260 414,960 737,781 531,493 1,397,449 2,201,378 612,551

(B)

(C) 610,609 573,407 127,260 414,960 737,781 531,493 1,397,449 2,201,378 612,551

１． 966,139 986,647 505,935 627,515 1,166,342 1,554,248 1,635,642 3,511,487 817,435

49,636 49,177 42,411 40,937 41,214 44,279 44,560 47,574 48,050

２． 456,183 494,362 519,536 438,864 430,910 432,848 443,083 481,612 530,944

３．

４．

５． 4,265 4,516 2,447

(D) 1,426,587 1,485,525 1,027,918 1,066,379 1,597,252 1,987,096 2,078,725 3,993,099 1,348,379

(E) 815,978 912,118 900,658 651,419 859,471 1,455,603 681,276 1,791,721 735,828

１． 717,416 610,453 590,521 557,706 553,972 523,937 497,807 573,332 523,231

２． 35,310 240,563 275,444 60,994 246,950 833,806 82,749 1,067,759 160,692

３．

４． 63,252 61,102 34,693 32,719 58,549 97,860 100,720 150,630 51,905

(F) 815,978 912,118 900,658 651,419 859,471 1,455,603 681,276 1,791,721 735,828

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 5,304,496 5,161,434 4,701,498 4,443,734 4,121,024 4,213,676 4,719,893 5,633,881 5,492,963

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分
13,451 14,478 17,683 25,124 12,959 7,751 194,151 6,927 10,294
13,451 14,478 17,683 24,522 12,904 7,542 8,960 6,752 10,142

0 0 0 602 55 209 185,191 175 152
114,074 58,907 40,597 36,854 65,847 93,486 74,975 96,473 162,255
114,074 58,907 40,597 36,854 59,885 75,286 56,751 78,226 143,985

5,962 18,200 18,224 18,247 18,270
127,525 73,385 58,280 61,978 78,806 101,237 269,126 103,400 172,549

令和6年度

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度平成28年度

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和5年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 ⾧ 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和3年度 令和4年度 令和5年度

他 会 計 負 担 金

令和6年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度



布設年月日 大 正 15 年 9 月 1 日

給水人口 69,813人

計算期間
自 ： 平 成 29 年 4 月
至 ： 令 和 7 年 3 月

（8年間）

　最近１箇年間の実績
(R4年度決算)

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

2,073,659 2,125,487 2,125,487

0 0 0

243,357 303,027 303,027

2,317,016 2,428,514 0 2,428,514

　最近１箇年間の実績
(R4年度決算)

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

106,990 113,399 113,399

諸 手 当 83,930 110,670 110,670

福 利 費 34,054 36,470 36,470

9,477 7,967 7,967

2,641 2,448 2,448

9,813 10,122 10,122

136,344 120,355 120,355

3,124 3,911 3,911

822 1,985 1,985

379,512 340,214 340,214

493,978 473,223 473,223

644,692 725,257 725,257

11,488 19,454 19,454

118,391 114,990 114,990

50,411 61,913 1,024 60,889

1,295 14,668 14,668

2,086,962 2,157,046 1,024 2,156,022

計算期間(開始) 計算期間(終了) 計算期間 資産維持率

償却資産(期首残高) 償却資産(期末残高) 償却資産(平均残高)

12,616,484 15,568,397 14,092,441 1.926%

271,468

2,427,490

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.88

＜料金水準についての説明＞

営
業
費
用

営

業

外

費

用

　当市では、平成22年４月に行った料金改定と合わせて、平成28年度に全用途の基本料金と超過料金の平均約8％の料金改定を実施し、第7次整備事業及び
簡易水道等統合後の水道事業の運営に必要な財源を確保しています。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の期
間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の
改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有して
いる資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

合 計 (Y)

そ の 他

人
　
件
　
費

給 料

動 力 費

光 熱 水 費

通 信 運 搬 費

修 繕 費

材 料 費

資 産 減 耗 費

そ の 他

支 払 利 息

薬 品 費

委 託 料

受 水 費

減 価 償 却 費

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額

料 金 (X)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額


